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事後審査型一般競争入札の実施について（入札公告） 

 

 

次のとおり事後審査型一般競争入札を行うので、伊丹市自動車運送事業契約に関する規程（平成２３年

交管理規程第３号）において準用する伊丹市契約に関する規則（平成３年規則３７号）の規定に基づき公

告する。 

 

 

令和８年４月２８日 

 

伊丹市自動車運送事業管理者  森脇 義和 

 

 

１．入札に付する事項 

 （１）入 札 方 法  入札書を書留郵便により送付する方法による事後審査型制限入札 

（２）委 託 件 名  令和８年度伊丹市交通局待機公舎解体工事設計委託業務 

（３）委 託 場 所  伊丹市交通局（伊丹市広畑３丁目１番地） 

（４）履 行 期 間  契約締結の日から 令和９年２月２６日（金）まで 

（５）支 払 条 件  完成払 

（６）予 定 価 格  ２，８７０，０００円（消費税及び地方消費税抜き） 

（７）最低制限価格  ２，２００，０００円（消費税及び地方消費税抜き） 

（８）業 務 概 要 仕様書のとおり 

 

 

２．入札に参加する者に必要な資格等 

「伊丹市事後審査型制限付一般競争入札（委託業務）公告共通事項ver.1.0」に定めるもののほか、次

の事項の全てを満たしていること。 

 （１）登録の種類等  建築士法（昭和25年法律第202号）第23条第1項の規定による一級建築士事務所

の登録を受けており、契約日時点で登録が抹消されていないこと。 

 （２）地域制限    兵庫県内又は大阪府内に本店又は支店を有すること。 

 （３）配置予定技術者 管理技術者として直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を配置できること。 

 （４）業務実績    建築関係の設計業務を元請として完成した実績を有すること。 

 

 

３．競争入札参加表明書の提出及び受付通知 

本競争入札に参加を希望する者（以下「入札参加者」という。）は、この公告に定める入札参加条件等

を確認した上で、「入札参加表明書（様式１）」を提出すること。 

（１）提 出 期 限  令和８年５月１４日（木）まで 

（２）提 出 先  伊丹市交通局総務課財務係 

〒664-0014 伊丹市広畑３丁目１番地 

（３）提 出 方 法  持参または郵送（郵送の場合は、入札参加者において期日までに到達したこと

を証明できる方法による。） 

（４）受 付 通 知  令和８年５月１５日（金）までに、「入札参加表明書受付通知書（様式２）」を入

札参加表明書に記載したE-mailアドレスに電子メールで送信する。期日までに

通知がない場合は、総務課財務係に問い合わせること。 

 

 

４．設計図書・様式等の交付 

  入札参加希望者は、各自ホームページからパスワード「60808」でダウンロードすること。 

 



 

 

５．設計図書に対する質問及び回答 

（１）受 付 期 間  令和８年５月１５日（金）から令和８年５月２０日（水）まで 

（２）提 出 方 法  「（様式３）設計図書に関する質疑書」に必要事項・質問を記入の上、持参・郵

送・電子メールのいずれかにより提出すること。 

（３）提 出 先  上記３.（２）と同様 

電子メールアドレス：550101@city.itami.lg.jp 

（４）回 答 日  令和８年５月２６日（火） 

（５）回 答 方 法    ホームページにて公開するため、伊丹市交通局ホームページ（入札・契約）から

パスワード「60808」で各自ダウンロードすること。 

 

 

６．入札方法等 

（１）入 札 方 法  入札書[様式4]を書留郵便により送付する方法による。 

封筒表面に「入札書在中」と朱書きすること。 

（注）Webの入札システムの代替手法のため、書留郵便以外の方法（持参・普通

郵便等）による入札は無効とする。 

（２）提 出 先  上記３.（２）と同様 

（３）提 出 期 限  令和８年６月５日（金）１７時 

（注）期限内に到達しなかった入札書は、無効とする。 

 

 

７．入札の辞退 

入札参加表明書受付通知書を送付後に入札を辞退する場合には、開札日前日までに「辞退届（様式５

）」を上記３.（２）あてに持参又は郵送により提出すること。 

 

 

８．開札日時及び入札結果の通知 

（１）開 札 日 時  令和８年６月８日（月）１０時００分 

※開札への立ち合いを希望する場合は、６月５日（金）午後５時までに末尾問

合せ先に連絡すること。代理人が立ち合う場合は、「立ち会い委任状（様式６

）」を持参すること。 

（２）入 札 結 果  入札結果は、応札のあった全事業者に対し、参加表明書に記載したE-mailアド

レスへ開札日当日中に電子メールにより通知する。 

 

 

９．入札手続き・条件等 

（１）入札保証金は免除する。 

（２）「入札書（様式４）」に記載している注意事項を厳守すること。 

（３）予定価格を超える金額の入札は無効とする。 

（４）落札候補者となるべき同価格の入札をした者が２者以上ある場合は、立会人または本入札に関係

のない伊丹市交通局職員によるくじ引きで落札候補者を決定する。 

（５）入札の結果、入札者がおらず不調となったときは、関係法令に基づき随意契約とする場合がある。 

（６）入札参加者が不正行為等不穏な行動の疑いのある場合は、当該入札参加者を入札に参加させず、

又は入札の執行を延期し、もしくは取り止めることがある。 

（７）入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効

とする。 

（８）本公告に記載していない事項については、伊丹市契約に関する規則及び関係法令による。 

 

 



１０．入札参加資格審査書類等の提出 

落札候補者は、令和８年６月１６日（火）１７時までに、公告に定める開札日現在を基準とした以下

の入札参加資格審査書類を提出すること。ただし、「令和６・７・８年度伊丹市交通局入札参加資格者名

簿」に登載されている者については、提出を要しない。 

・商業登記簿（法務局発行の商業登記簿謄本または履歴事項全部証明書） 

・財務諸表（直近の決算における貸借対照表及び損益計算書） 

・納税証明書（「法人税」及び「消費税及び地方消費税」について未納の税額のない証明（証明書様式

その３の３）） 

・印鑑証明書（法務局発行の証明書） 

・事後審査型一般競争入札参加資格審査申請書（様式７） 

・誓約書（暴力団排除関係・様式８） 

・業務実績及び配置予定技術者届（様式９）及びその添付書類 

  入札参加資格審査書類等の提出後、やむを得ない理由により様式９の変更を希望する場合は、公

告に定める入札参加資格審査書類等の提出期日までに「業務実績及び配置予定技術者変更届（様式

９―２。以下、「変更届」という。）」を提出すること。ただし、変更届の提出は、当該案件において

１回を限度とする（伊丹市交通局からの指示があった場合を除く）。 

 

 

１１．落札者の決定及び契約保証金の納付 

（１）予定価格以内、最低価格の入札をした者をもって落札候補者とする。 

（２）落札候補者について資格要件の充足を審査し、入札参加資格を認められた者を落札者とする。審

査の結果、落札候補者の資格要件が不足している場合には、その者の行った入札は無効とし、次の

順位の落札候補者から資格要件の審査を行い、落札者が決定するまで順次行うものとする。 

（３）落札者は、伊丹市契約に関する規則第２４条の規定により契約保証金を契約開始日までに納付し

なければならない。ただし、同規則第２５条第各号の規定に該当する場合は納付を免除する。 

（４）資格要件の審査の結果、資格要件が不足している者には、理由を付してその結果を電子メールに

より通知する。その通知を受けた者が、理由について説明を求める場合には、通知日から７日以内

に書面にその旨を記載し交通局総務課財務係に提出すること。 

（５）落札候補者が、本公告に定める資格要件の審査に必要な書類を期日までに提出しない場合、又は

入札執行者の指示に応じないときは、資格要件を満たしていないものとし、入札を無効とする。 

 

 

１２．契約の締結及び入札結果の公表 

（１）落札者は、交通局と契約書を締結するものとする。契約書は２通作成し、双方各１通を保管する。 

（２）契約金額は、落札者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかに関

わらず入札金額に消費税及び地方消費税相当額（１円未満の端数切捨て）を加えた金額とする。 

（３）契約締結日において、資格要件を満たさなくなった場合は契約を締結しない。 

（４）本入札結果は、落札者の決定後に伊丹市交通局ホームページにて公表する。 

 

 

１３．問合せ先 

伊丹市交通局総務課財務係 

伊丹市交通局広畑３丁目１番地 

電話：０７２－７８１－３７５３ 

伊丹市交通局ホームページ（入札・契約）（https://itamicity-bus.jp/nyusatu） 


